
愛知県立佐織特別支援学校給食調理等業務委託仕様書 

 
愛知県立佐織特別支援学校における学校給食調理等業務の仕様は次のとおりとする。 

１ 委託業務名 

愛知県立佐織特別支援学校給食調理等業務委託 

２ 委託場所     

愛西市西川端町中東山３７ 

３ 委託期間  

令和８年８月１１日から令和１１年８月１０日まで 

４ 業務の概要 

（１） 検収・下処理・調理加工を行う。 

ア．調理形態、個別対応は児童生徒の実態に即して行う。 

調理形態は次のとおりである。 

（ア）普通食 

（イ）特別食 

ａ調整食 （愛知県教育委員会が定める６形態食） 

ｂ再調理食（２㎜、５㎜、１㎝、２㎝カット） 

個別対応は次のとおりである。 

・ アレルギー対応食 

イ．献立内容は行事、試食会、給食週間等、通常と異なる場合もある。 

（２）配缶・配膳及び運搬を行う。 

（３）食器・食缶等の洗浄、点検、消毒、保管を行う。 

（４）給食施設設備及び食堂の清掃、点検、消毒を行う。 

（５）残菜、残牛乳の計量と処理及び塵芥の処理を行う。 

（６）その他上記（１）から（５）に関連する業務を行う。 

５ 業務要件 

（１）業務時間は午前８時３０分から午後５時００分の間に行う。また、学校行事等に伴

い、「土曜日、日曜日及び祝日に関する法律に規定する休日」に給食を実施する場合も

ある。 

（２）食材は愛知県立佐織特別支援学校（以下、学校という）が発注したものを使用する。 

（３）業務に必要な施設設備、食器類は学校のものを使用する。 

（４）業務に必要な（３）以外の消耗品については、受託者が用意する。 

（５）従事員に必要な服装等については、受託者が用意する。 

（６）検便、ノロウイルス検査及び健康診断については、受託者が実施する。 

（７）費用負担については、資料８「費用の負担区分」のとおりとする。 

（８）衛生管理及び業務内容について、学校と月１回程度打合せを行う。また、学校から

要請があった場合には、学校組織である学校給食委員会に出席する。 

（９）給食実態を把握するため、給食時間中に栄養教諭と巡視を行うことがある。 

（10）衛生管理は「学校給食衛生管理基準」（資料４）に従い行う。 

６ 食数等 

（１）基本食数は表１のとおりとする。なお、行事や授業等によって大幅に食数が変動す

る場合はその都度指定する。また、欠席等で欠食がある場合は、集計された数を前週

末までに提示する。 

別添１ 



   普通食は概ね３７５食／日、特別食は概ね２食／日（合計概ね３７７食／日）であ

る。 

※委託期間内において児童生徒の状態により、特別食・制限食等が必要になった場合

はその都度栄養教諭と協議して対応すること。 

※令和９年度以降は、年度当初に「クラス別児童生徒職員数一覧表」（様式２－１）及

び「食物アレルギー対応一覧」（様式２－２）を提示する。 

表１                             

普通食 特別食 

児童生徒 教職員 合計 再調理食 

２４５ １３０ ３７５ ２ 

（１４）  （１４）  

※（ ）の数はアレルギー食が必要な児童生徒予定内数である。 

※ 表１の食数は予定数であり、上記の食数よりも増減が生じる可能性がある。 

（２）給食実施日 

  年間１１９日「令和８年度(2026 年度)学校給食予定表」（様式１）参照 

  令和９年度以降の実施日は、年度当初に提示する。 

※実施日は予定数であり学校教育運営上、増減が生じる可能性がある。 

７ 給食時間及び中間検査、検食時刻等 

（１）給食時間は通常午後０時１０分から午後１時００分であることから、所定の配膳車

配置場所への運搬は午前１１時５０分に終了する。また、行事等により給食時間を変

更する場合はその都度指定する。 

（２）特別食の中間検査（調整食の調理形状検査）時刻は午前１１時１５分とする。 

   中間検査は、予め学校長が指定した学校職員と受託者（責任者又は調理担当者）で

配膳前に行う。学校側が検査を行い、調理形状の改善を求められた場合には、その指

示に従い再度調理する。 

（３）検食時刻は午前１１時３０分とする。 

   検食は、学校の教職員が食堂で行う。 

（４）配膳車の所定場所への返却は午後１時２０分までとする。 

配膳車等の返却時の運搬は、学校職員等が行う。 

（５）警報発令等による緊急時の対応はその都度協議し、指示する。 

８ 業務内容 

（１） 食材の検収に関する事項は次のとおりとする。「学校給食衛生管理基準」（資料４）

「大量調理施設衛生管理マニュアル」（資料５）を参照する。なお、アレルギー対応に

係る食材については、配合表等で確認すること。 

食材の検収は検収表に基づき責任者又は責任者が指定し学校が承認した検収責任者

が責任をもって行い、検収結果を「検収表」（様式６－１）および「当日納品物資用検

収表」（様式６－２）に記入し毎日報告する。 

（２） 調理業務に関する事項は次のとおりとする。 

ア 栄養教諭が作成した献立表により調理を行う。 

イ 学校が提供する食材料を使用し、主食・副食等を調理する。 

ウ 重度重複障害児に対応するための特別食や、食物アレルギー対応食、行事食等も

併せて調理する。 

エ 献立の打合せを週１回以上、栄養教諭と受託者側の責任者又は副責任者と行う。 

オ 献立の提示及び報告事項については表２の様式による。なお、様式の内容・形式



については、変更となる場合がある。 

 

 表２ 提示及び報告事項の内容等 

様式 内    容 
時  期 

提示 報告 
１ 学校給食年間実施予定表（様式１） 年度当初  

２ クラス別児童生徒職員数一覧表（様式２－１） 
食物アレルギー対応一覧（様式２－２） 

年度当初 
及び随時 

 

３ 食堂配置図（様式３－１） 
移動用ワゴン割り振り（様式３－２） 

年度当初

及び随時 
 

４ 予定献立表（様式４－１） 
月別アレルギー対応予定表（様式４－２） 

前月末  

５ 調理室手配表（様式５) 前週  

６ 検収表（様式６－１） 
当日納品物資用検収表（様式６－２） 

前月末 
及び随時 

毎日 

７ 作業工程表（様式７）  毎日 
８ 作業動線図（様式８）  毎日 

９ 
衛生管理チェックリスト【学校給食日常点検表①】（様式

９－１） 
温度計校正記録表（様式９－２） 

 毎日及び

毎月 

１０ 水質検査及び温度記録表（様式１０）  毎日 
１１ 刃物等チェック表（様式１１）  毎日 

１２ 喫食表（様式１２） 前週及び

随時 
毎日 

１３ 当日食数表（様式１３）  毎日 

１４ 配缶量表（様式１４） 年度当初

及び随時 
 

１５ 給食調理従事者の衛生管理点検表（様式１５－１） 
作業応援者の健康状態点検記録表（様式１５－２） 

 毎日及び

随時 
１６ 厨房立ち入り者健康管理表（様式１６）  随時 
１７ 給食残食記録表（様式１７）  月末 
１８ 保存食日誌（様式１８）  月末 
１９ 調味料計量表（様式１９）  随時 
２０ 食物アレルギー対応食チェック表（様式２０） 前月末  
２１ 戸締まりチェック表（様式２１）  毎週 
２２ 健康診断の実施結果について（報告）(様式２２)  実施後 
２３ 検便検査成績結果について（報告）(様式２３)  実施後 
２４ 調理業務従事者等の届出について（報告）(様式２４)  当初 
２５ 調理業務従事者等の変更について（報告）(様式２５）  随時 
２６ 業務完了届（様式２６）  月末 

 



（３）調理作業に関する事項は次のとおりとする。 

ア 「学校給食衛生管理基準」（資料４）に従い行う。 

イ 調理過程は「給食調理作業仕様書」（資料１）及び「大量調理施設衛生管理マニュ

アル」（資料５）に従い行う。 

ウ 食材の取り扱いは「給食調理作業仕様書」（資料１）及び「学校給食衛生管理基準」 

（資料４）、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（資料５）に従って行う。 

エ 加熱、冷却時は中心温度計で測定し、「水質検査及び温度記録表」（様式１０）に

記入する。 

オ 喫食表（様式１２）及び当日食数表（様式１３）に従って行う。 

カ 特別食は個別に配膳する。（児童生徒の状態により複数の形態を組み合わせる場

合もある） 

キ 調理過程に異物混入や不適格な食材を認めた場合は、速やかに栄養教諭または予

め学校長が定めた学校職員に申し出る。「学校における食中毒等発生時の連絡体制」

（資料７）参照 

（４）保存食の採取は、「保存食の取り扱い要領」（資料６）に従い行う。 

（５）調理加工の完了時には配缶前に受託者側の責任者立会いのもと栄養教諭または学校

長が予め指定した学校職員が検査を行う。 

（６）配膳・下膳作業に関する事項は次のとおりとする。 

   配缶・配食は当日食数表（様式１３）及び配缶量表（様式１４）により行う。 

ア  配膳車は２００㎎/ℓの次亜塩素酸ナトリウム液またはこれと同等の効果を有す

る方法で消毒し、給食に必要な食器、食器具、主食、副食、牛乳等をクラス毎に積

載する。 

イ  食堂で喫食する児童生徒・学校職員の給食は食堂テーブルに用意する。また一部

の学校職員の給食は所定の場所に用意する。場所等については年度当初に提示する。 

ウ 食堂のテーブルは給食が始まる前に２００ｍｇ／ℓの次亜塩素酸ナトリウム液に

浸した専用の布巾で拭き上げる。 

エ 食物アレルギー対応食及び特別食は個別に配膳し、食堂カウンターに用意する。 

オ 食堂及び配膳車からの下膳（食器返却作業等）を行う。 

（７）洗浄作業及び消毒に関する事項は次のとおりとする。 

ア 食器、食缶、食器具等の洗浄作業は「学校給食衛生管理基準」（資料４）、「調理場

における洗浄・消毒マニュアル」（資料９）に従い行う。 

イ 調理後の機械器具等の洗浄は原則として配膳終了後に行う。 

ウ 食器洗浄機は他の作業終了後、洗浄を行う。 

（８）給食室等の清掃に関する事項は次のとおりとする。 

ア 作業終了後は「大量調理施設衛生管理マニュアル」（資料５）に従い、給食室内の

清掃及び整理整とんを行う。 

イ 給食室の床は作業終了後清掃、その後２００ｍｇ／ℓの次亜塩素酸ナトリウム液

を含ませたモップで拭き上げる。週１回は作業終了後清掃、洗剤で洗浄、こすり洗

いをし、その後２００ｍｇ／ℓの次亜塩素酸ナトリウム液を含ませたモップで拭き

上げる。ただし、水、野菜くず等を床に落とした場合も洗浄作業を行う。 

ウ 排水溝、グレーチングは作業終了後蓋を上げて清掃・洗浄し、２００ｍｇ／ℓの次 

亜塩素酸ナトリウム液で消毒する。グリストラップは、週１回以上洗浄する。 

エ 食堂、手洗い場及び配膳車については、給食終了後、清掃、消毒を行う。 

オ アレルギー対応食の札、特別食の名前札等は、洗浄・消毒し、数の確認を行う。 



カ 食堂及び教室で使用した布巾は、洗浄・消毒・乾燥し、数の確認を行う。 

（９）残菜、塵芥及び廃油の処理に関する事項は「学校給食衛生管理基準」（資料４）に従

い行う。 

９ 従事員の配置基準 

（１）従事員の配置に関する事項は次のとおりとする。 

ア 配置人数、資格、条件は表３のとおりとする。 

※ 資格・条件については、同等と認められる者を含む。 

   表３ 従事員の配置基準 

職 名 資 格 人 数 条   件 

責任者 栄養士 １人 正規職員で実務経験２年以上の病

院給食又は学校給食の指導経験者 

副責任者 調理師 １人 正規職員で病院給食又は学校給食

調理経験者 

イ 責任者、副責任者は正社員とし、離職した場合を除き原則として専任者とする。 

ウ 責任者は業務遂行上の責任者として調理従事者を指導・監督し、また、栄養教諭

及び学校との連絡調整を行う。 

エ 副責任者は、責任者を補佐する。 

２）従事員の届出等 

ア 従事員の名簿「調理業務従事者等の届出について（報告）」（様式２４）を提出す

る。 

イ 従事員の異動がある場合はその都度変更名簿「調理業務従事者等の変更について

（報告）」（様式２５）を提出する。 

ウ 従事員として不適当と思われる者については、受託者に対し交替を求めることが

できる。 

10 安全・衛生管理 

（１）「学校給食衛生管理基準」（資料４）及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」    

（資料５）を遵守する。その他、学校給食に関して文部科学省から出されているマニ

ュアルを参考にする。 

（２）「衛生管理チェックリスト【学校給食日常点検表①】」(様式９－１)に毎日記入し、

報告する。 

（３）従事員の衛生管理は次のとおりとする。 

ア 毎日の健康管理を行う。 

イ 検便は毎月２回以上とし、「検便検査成績結果について（報告）」（様式２３）を報

告する。検査項目は次のとおりとする。 

     赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７ 

    また、検査結果が陽性の場合は、速やかに報告し、指示に従う。 

  ウ ノロウイルス検査は、遺伝子型によらず、概ね１ｇあたり１０５オーダーのノロウ

イルスを検出できる検査法（例：RT-PCR 法、リアルタイム PCR 法）により少な

くとも１０月から３月の間、月１回以上実施し、「検便検査成績結果について（報

告）」（様式２３）を報告する。また、検査が陽性の場合は、速やかに報告し、指示

に従う。 

エ 健康診断は年１回以上実施し、「健康診断の実施結果について（報告）」（様式２２） 

により報告する。 

オ 従事員は「給食従事者の衛生管理点検表」(様式１５－１)に記入し、毎日報告す



る。 

11 調理業務以外 

（１）学校給食用牛乳パックについては、関係自治体の指導の下、学校側と協力して適切

な処理方法を検討の上行うこと。 

（２）毎月の業務完了後、「委託業務完了届」（様式２６）を提出する。 

（３）業務終了後、給食室の戸締り施錠は責任者が「戸締まりチェック表」（様式２１）に

より毎日確認すること。 

（４）調味料等の在庫管理を行い、「調味料計量表」（様式１９）に記入すること。 

（５）夏期休業中等の長期休業時には次のことを行うこと。 

ア 検収室・食品庫・下処理室・上処理室・洗浄室等の清掃作業を行う。 

イ 厨房機器の点検・整備及び清掃作業を行う。 

ウ 食器、食缶、食器籠等の洗浄と漂白をする。また、食物アレルギー食の札、特別

食の名前札を確認し、修正・修繕を行う。 

エ 食堂の清掃作業を行う。（窓の清掃を含む） 

オ その他の作業についての打合せを栄養教諭と受託者側の責任者、副責任者と行う。 

12 施設・設備・器具等の破損 

受託者は、施設、設備、器具等が破損したり損耗したりして使用困難な場合は、速やか

に栄養教諭等または学校担当者に報告し、その指示に従う。なお、受託者の責任において

破損した場合は、その損害を賠償する。 

13 緊急時の連絡体制 

受託者は調理従事員の連絡先を把握し、緊急連絡網を作成し提出するとともに、緊急

時（食中毒、異物混入、天災等）に学校から連絡がとれるように責任者の連絡先を学校に

報告する。また、緊急時には校長または校長が指定した学校職員の指示に従い、事故等の

発生の原因究明のため、報告（発生の経過、健康記録、作業工程、作業動線、検収など）

を行うとともに、事故後の対応策を講ずるなど適切な対応をする。 

14 その他 

（１）業務の遂行に当たって知り得た情報等については、守秘義務を遵守する。 

（２）受託者は安全衛生管理に関する研修、調理技術の向上のための研修を徹底する。 

（３）給食提供開始までに円滑な業務遂行のためのシミュレーションを行う。 
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資料 1   

 

                   給食調理作業仕様書 

愛知県立佐織特別支援学校 
 

１ 業務時間帯 
  委託業務は、委託者が指定する勤務時間（８：３０から１７：００まで）の範囲内において行う

こと。なお、学校行事等に伴い、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に給

食を実施する場合は、別途協議する。 
 
２ 食事内容 
（１） 献立内容は、「月間予定献立表」（様式４）ならびに「調理室手配表（以下「手配表」と 

いう）」（様式５）のとおりに行う。 
（２） 特別食等を必要とする場合は、栄養教諭等と事前協議を行い、児童生徒の障害に合った特別

食等の提供を行う。 
① 特別食は、アレルギー対応食にも対応することを考慮する。 
② 特別食は、児童生徒の状況により複数の形態を組み合わせる。（特に移行期） 
③ 特別食は、「児童生徒食形態一覧表」に基づいて対応する。 
④ 特別食は、児童生徒の健康状態等により調理形態等を当日変更することもある。その場合、 
所定の時間までに指示する。 

⑤ 年度初め、特に新１年生や転入生の口腔機能にみあった調理形態の決定を行う「選定期間」 
には複数の調理形態食を提供する。また、口腔機能・病状等の変化により、調理形態食の変更に

も対応する。 
（３）一般的な献立内容のほかに、下記の行事食等を実施する。 

① 給食試食会（保護者等）（年２回） 
② 季節に合わせた給食 
③ 年３回程度「食育月間」「食育の日」とし、通常よりも工夫した給食で提供 
④ リクエスト給食等のお楽しみ給食・給食週間 
⑤ 学校行事に伴う給食 

 
３ 調理内容 
（１）調理形態 
   普通食と特別食を合わせた形態を調理形態の基本とする。その他、手配表に従い、別調理作業

中その一部を取り出し配膳等をする場合がある。 
（２）調理は、その日の食材により調味料の割合が異なるため、加減しながら使用する。 
  （食材の産地、季節、茹で加減、灰汁の状態、遊離塩素濃度等により味が変化する） 
（３）特別食の調理 

① 調整食は、食材の下処理段階から普通食とは別に調理を行う。 
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ア．原則として普通食と同食材を使用し形態別調理を実施する。ただし、料理の内容、または 
形態区分により別食材を使用することもある。 

イ．食材の下処理については、当日の鮮度や状態等により処理方法を変えることがある。 
ウ．調整食に使用する野菜類の加熱は、食材の種類や状態により鍋類を使い分ける。 
エ．調整食については、「食形態段階表」（資料２）「形態別調理のポイント（素材別・献立別）」 

（資料３－１、３－２）を参考にする。 
 ② 再調理食は、普通食を仕様にあわせて行う。 

③ アレルギー対応食は、指示書に従い以下のように行う。 
ア．アレルギー対応食についても形態別調理を行う。 
イ．主なアレルギー対応食は除去食とする。 
ウ．アレルギー食材は、児童生徒のアレルギー状況により個別に除去する。 

  エ．原則的にそば、そばを由来としたもの、キウイ、キウイを由来としたもの、ピーナッツ、ピ

ーナッツを由来としたものは使用しない。 
 

４ 給食時間及び検食時間 
（１）給食時間は、１２時１０分から１３時００分とするが、所定の場所への配膳車到着時刻は、 

１１時５０分とする。なお、行事、授業等によって時間を変更する場合は、その都度指定する。 

（２）検食時刻は、１１時３０分とする。 

（３）下膳時刻は、最終１３時２０分とする。 

（４）警報発令等による緊急時の対応はその都度協議する。 

 

５ 調理業務 

（１）調理作業は、食事の提供当日に実施すること。 

（２）調理準備 

① 調理業務は、「学校給食衛生管理基準」（資料４）、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（資料

５）、「調理室手配表」（様式５）により行い、「形態別調理のポイント（素材別・献立別）」（資料

３－１，３－２）を参考にすること。 

② 業務責任者は、献立表及び手配表をもとに、「作業工程表」（様式７）と「作業動線図」 

（様式８）を作成し、原則として給食実施日の３日前までに栄養教諭及び学校栄養職員（以下「栄

養教諭等」という）に提出し、確認を受ける。ただし、祝日等になる場合は、栄養教諭等が確実

に確認できるように調整する。 

③ 必要に応じて、栄養教諭等は受託者側の責任者又は副責任者に対し作業の確認をする。 

④ 検収の段階で異常が認められた場合は、納品業者を帰さずに、速やかに栄養教諭等に連絡する。 

⑤ 調理過程に異物混入や不適格な食材を認めた場合は、速やかに栄養教諭等に申し出る。 

（３）盛付及び配膳（配食） 

① 盛付・配膳（配食）は、手配表及び喫食表（様式１２）、当日食数表（様式１３）、配缶量表

（様式１４）に従い行うこと。 
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ア．普通食は、学年ごとの換算量と人数に基づき食缶配膳とする。 

イ．特別食及びアレルギー対応食については、食札（個人の氏名と食事内容を示したもの）及び 

 手配表に従い、換算数に基づき個人別に盛り付ける。（形態が複数の盛り合わせになる場合は、 

１人分に注意を払う） 

ウ．食缶等に計量した料理は必ず蓋をして配膳車に準備する。蓋がない場合は、食品包装用 

フィルム等で覆い、所定の場所に配置する。 

  エ．食堂で喫食する職員等に関しては、換算数と指示に基づき配膳を行う。食堂での配膳は１１

時１５分以降に開始する。 

② 盛付方法 

ア．特別食は献立ごとの調理方法をとるため、各形態で個別の容器に盛り付ける。 

イ．特別食の盛付では、児童生徒の実態に合わせて複数の形態を盛り合わせ、１人分とする場 

合がある。 

ウ．児童・生徒の健康状態により、配食量に増減がある場合は、別途指示する。 

エ．特別食は、盛り付け後、指示に従い食札とともに所定の場所に準備する。 

③ 食器等の準備 

ア．普通食の食器、食器具、お盆等は当日の指示に従い、食缶毎に指定のかごに準備する。 

種類、数量等は別途指示する。 

イ．予備の食器等を食堂に毎日準備する。 

④ 引渡し方法 

ア．各部の給食時間に合わせ、食缶を配膳車にセットし、所定の場所まで運搬する。 

イ．特別食・アレルギー食の引渡しに立ち会うこと。 

ウ．引渡し後も、給食の配食量や食器具の不足等について問題が生じた場合は、速やかに対応 

すること。 

  エ．配膳車の運搬・返却は、学校職員等が行う。 

⑤ その他 

ア．喫食する際に注意することがあるときは、速やかに栄養教諭等に連絡する。 

イ．異物混入等、料理に異常を認めた場合は、現状を変えずに速やかに栄養教諭等に連絡し、 

指示に従う。 

ウ．配膳車は、所定の場所に回収する。 

エ．食堂と配膳車からの下膳等を行う。 

（４）洗浄、点検、消毒、保管、清掃 

  「学校給食衛生管理基準」（資料４）、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（資料５）及び、「調

理場における洗浄・消毒マニュアル」（資料９）を参考に行う。 

（５）残菜、残牛乳、厨芥等の処理 

  「学校給食衛生管理基準」（資料４）、及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」（資料５）を参

考に行う。 

（６）施設管理 
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  「学校給食衛生管理基準」（資料４）、及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」（資料５）を参

考に行う。 

（７）日常点検 

①  本調理業務委託に係る各工程における衛生管理については、「衛生管理チェックリスト【学校

給食日常点検表①】」（様式９－１）により常に点検し、衛生管理の徹底に努めること。 
② 衛生管理チェックは、業務責任者が毎日実施し、作業終了後、栄養教諭等に提出すること。 

③  調理従事者の健康状態に常に注意し、毎日、個人別に｢給食調理従事者の衛生管理点検表｣(様

式１５－１)へ記録を残すこと。 

（８）その他 

① 学校で実施される工事、害虫駆除等の際には、それに伴う特別清掃業務等を含み学校に協力 

すること。 

② 調理業務及び定期清掃業務等に使用する水、電気、ガス等については節減に努めること。 
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